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■
問
合
せ
　
市
民
課
保
険
係
０
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住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
方
は
、

入
院
時
の
食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
該

当
と
思
わ
れ
る
方
は
保
険
係
ま
で
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
老
人
保
健
法
の
適

用
を
受
け
て
い
る
方
は
、
入
院
時
の
医
療

費
に
つ
い
て
も
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

保
険
証
・
印
鑑
・
老
人
保
健
法
医
療
受
給

者
証
（
老
人
保
健
法
の
適
用
を
受
け
て
い

る
方
）

●
適
用
期
間
　
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日

か
ら
平
成
17
年
７
月
31
日
ま
で

　
職
場
の
健
康
保
険
等
を
脱
退
し
た
と
き

は
、
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
る
場
合
を

除
い
て
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続

き
が
必
要
で
す
。
こ
の
場
合
、
国
民
健
康

保
険
の
加
入
日
は
、
前
の
保
険
の
資
格
喪

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

・転入したとき 
・勤務先の健康保険または任意
　継続保険をやめたとき 
 
・お子さんが生まれたとき 

・印鑑、転出証明書 
・印鑑、離脱証明書（加入と
　同時に退職者医療制度に該当
　する方は年金証書も必要） 
・印鑑、保険証 

・転出するとき 
・職場の健康保険に入ったとき 
 
・死亡したとき 

・印鑑、保険証 
・印鑑、国保の保険証、職
　場の保険証 
・印鑑、保険証 

・住所、氏名、続柄、世帯主　
　などが変わったとき 
・修学のため、子どもが他の　
　市区町村に住民票を移すとき 
・退職者医療制度に該当した　
　とき 
・世帯を合併、分離したとき 
・保険証をなくしたとき 

・印鑑、保険証 
 
・印鑑、保険証、在学証明書 
 
・印鑑、保険証、年金証書 
 
・印鑑、保険証 
・印鑑、身分を証明できるもの 

こんなときには届け出を 届け出に必要なもの 

国
保
に
加
入 

国
保
を
や
め
る 

そ
　
の
　
他 
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桃
色
お
よ
び
黄
色
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
10
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
配
達
時
に
ご
不
在
だ
っ
た
方
の
保
険
証

は
、
次
の
場
所
で
交
付
し
ま
す
の
で
、
印

鑑
お
よ
び
古
い
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

●
旧
大
和
町
に
お
住
ま
い
の
方
…
大
和
支

所
住
民
福
祉
課
住
民
保
険
係
で
交
付
し
ま

す
。

●
旧
光
市
に
お
住
ま
い
の
方
…
市
役
所
市

民
課
保
険
係
で
交
付
し
ま
す
。

■こんなときには届け出を■

失
日
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

加
入
届
が
遅
れ
る
と
、
資
格
喪
失
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
14
日
以

内
に
届
出
を
す
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
左
表
の
場
合
も
届
出
が
必
要
で

す
の
で
、
お
忘
れ
な
く
。

■申込資格（外国人の入居希望者を含みます。）　
①現に同居し、または同居しようとする親族（内縁

市営住宅入居者募集
【特定公共賃貸住宅】
●入居資格（一般用）　
①光市に住所または勤務先を有し、市町村税を完納
している人　
②同居する親族がある人（婚姻予定の場合は、婚姻
の3か月前から受け付けます。）　
③規則で定める収入基準に該当する人　
④自ら居住するため住宅を必要とする人

●申込方法　所定の申込書および必要書類を提出し
てください。
●受付期間　11月10日～24日8時30分～17時15分
●申し込み・問合せ　建築住宅課住宅係0833(72)
1400

領 家 台  
島田6丁目  

3LDK１ 戸  入居者の所得により3段階 
60,000円・68,000円・76,000円 

県営住宅入居者募集

関係にある者および婚約者を含む）がある方
②住宅に困っていることが明らかな方
③法で定める収入基準に該当している方（政令月収
で一般世帯は20万円以下、高齢者・障害者等の世帯
は26万8千円以下）
※現在、県外に住所または勤務先のある方も①から
③のすべての要件を備えている方は、申込資格があ
ります。
■受付期間　11月20日～30日（消印有効）
【周南地区】
●一般枠住宅（2戸）　
亀山（上島田5丁目）3DK、今桝（三井2丁目15番）
3DK
●優先枠住宅（2戸）　亀山3DK、今桝3DK、
●抽選会　12月7日�9時30分から山口県周南総合庁
舎で行います。
●申し込み・問合せ　周南土木建築事務所建築住宅
課0834(33)6476
【柳井地区】
●一般枠住宅（1戸）　
大屋団地（大字柳井1436-2）2DK
●申し込み・問合せ　柳井土木建築事務所建築住宅
課0820(22)0396

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　
「
周
防
猿
ま
わ
し
の
会
」
で
は
、
光
市

文
化
財
（
無
形
民
俗
文
化
財
）
の
指
定
を

記
念
し
て
、
市
民
ホ
ー
ル
で
「
ふ
る
さ
と

公
演
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
「
ふ
る
さ
と
公
演
」
は
、
同
会
の

「
古
く
は
国
内
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
猿
ま

わ
し
が
、
今
に
残
っ
た
の
は
光
市
だ
け
。

こ
れ
は
、
ふ
る
さ
と
の
皆
さ
ん
の
温
か
い

声
援
の
お
か
げ
。
そ
の
お
返
し
と
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
の
交
流
を
深
め
て
い
き

た
い
。
こ
れ
か
ら
は
市
民
の
皆
さ
ん
に
感

謝
し
つ
つ
、
ふ
る
さ
と
の
光
市
を
拠
点
に

全
国
へ
世
界
へ
と
は
ば
た
き
た
い
。
」
と

の
思
い
か
ら
、
開
催
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
鑑
賞
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
要
領

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
　

●
出
演
　
チ
ョ
ロ
松
（
芸
猿
）
・
五
郎

（
調
教
師
）
、
勘
平
（
芸
猿
）
・
新
八

（
調
教
師
）

●
応
募
方
法
　
往
復
は
が
き
に
郵
便
番

号
、
住
所
、
氏
名
（
以
上
は
返
信
用
に
も

明
記
）
、
電
話
番
号
、
年
齢
、
観
覧
希
望

人
数
（
本
人
を
含
む
、
５
名
以
内
）
を
明

記
し
て
、
次
の
住
所
ま
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
ご
希
望

に
そ
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
（
先
着
順
）

●
応
募
期
限
　
11
月
25
日
必
着

●
申
し
込
み
・
問
合
せ
　
周
防
猿
ま
わ
し

の
会
本
部
　
〒
７
４
３-

０
０
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光
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浅
江
七
丁
目
18-
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「
周
防
猿
ま
わ
し
」
の

鑑
賞
希
望
者
を
募
集
し
ま
す

光
市
文
化
財
（
無
形
民
俗
文
化
財
）
指
定
記
念

周
防
猿
ま
わ
し
の
会
が
『
ふ
る
さ
と
公
演
』
を
開
催

周
防
猿
ま
わ
し
の
会
が
『
ふ
る
さ
と
公
演
』
を
開
催

周
防
猿
ま
わ
し
の
会
が
『
ふ
る
さ
と
公
演
』
を
開
催

周
防
猿
ま
わ
し
の
会
が
『
ふ
る
さ
と
公
演
』
を
開
催

周
防
猿
ま
わ
し
の
会
が
『
ふ
る
さ
と
公
演
』
を
開
催

■
日
時
　
12
月
８
日
　
開
場
18
時
30
分
、
開
演
19
時

■
会
場
　
市
民
ホ
ー
ル
・
大
ホ
ー
ル
（
入
場
無
料
、
全
席
自
由
席
）
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入
院
時
の
食
事
代
の

　
　
　
　
　
　
　
減
額
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
の
更

新
は
お
済
み
で
す
か
？

異
動
の
届
出
は
お
早
め
に


